
 

  

Goods and Services Tax：GST (物品サービス税) 

関連憲法改正法が上院を通過 

GST 導入への準備は進んでいますか？ 
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GSTのこれまで経緯 

インドの複雑で分かりにくい間接税制の抜本的改善のため、複数存在する間接税を GST とい

う 1つの税金に統合しようという議論が始められて約 10年近くが経過します。2014年のモデ

ィ政権誕生後、GST 導入は最重要政策の 1つと位置づけられ導入に向けた動きが活発化し、今

国会(Monsoon Session)において 8月 3日に上院で GST 導入に向けた憲法改正法案が通過とな

り、同 8日には下院で再可決され、大きな進展を見せました。 

なお、憲法改正には過半数の州議会の追認が必要です。憲法改正を受けて、GST 法案の国会

及び各州議会での可決・成立が必要です。そのたたき台となる Model GST Law はドラフトが公

開されています。政府は 2017年 4月の導入を目標としていますが、現実的には非常に厳しい目

標であり、2017年あるいは 2018年度の導入になるのではないかという声も聞かれます。 

現在提案されている GST の構造 

現在提案されている GST の仕組みは

Dual GST と呼ばれ、左図のような構造とな

っています。 

中央政府の取り分である Central GST：

CGST と州政府の取り分である State 

GST：SGST を設け、州をまたぐ取引に係

る CGST・SGSTは Integrated GST：IGST

としてプールするという仕組みです。現在

の税制では複雑になっている各税金の相殺

控除関係もGSTの下では簡素な形となると

考えられます。仕入時に支払う GST と売上

時に受け取る GST は基本的に相殺控除で

き、現在の中央売上税(Central Sales Tax：

CST)のような相殺控除できずコストとなる

税金が解消されることが期待されます。 

 GST は物品取引、サービス取引の両方を

対象とする税金であり、現行制度のように

物品取引には VATや CST、サービス取引に 

                       はサービス税、といった別の税金が課される 

                       ことがなくなります。 



GST導入の影響 

GSTの導入は現在の間接税制を根本的に変更するものであり、影響は広範囲かつ大きなもの

になると予想されます。特に以下の分野では注意が必要です。 

 サプライチェーンへの影響 

現行の間接税制を前提としたサプライチェーンは見直しが必要になると考えられます。

州内、州外、輸入など、取引に応じた税金面への影響分析が必須です。また GST を前

提とした物流網(倉庫網のあり方など)への影響分析も必要になると思われます。 

 キャッシュフローへの影響 

現行の間接税は税目ごとに課税タイミングが異なっていますが、GST の下では「Supply」

時点での課税に統一されることが予定されています。この課税タイミングの変化によっ

て間接税に関するキャッシュイン・アウトのタイミングが変わってくると考えられま

す。また、この Supplyの概念には在庫移動も含まれるとの解釈がされており、仕入・

販売以外のタイミングでの GST 課税も考えられます。加えて、これまでの免税や還付

のあり方やタイミングも変わってくると考えられます。 

 コンプライアンス対応への影響 

現在提案されている Dual GST では、州政府の SGSTを含むために州政府ごとの登録・

申告・納税が必要となると考えられます。また、CGST、SGST、IGST ごとの会計処理・

区分管理や各種証憑類の保管、GST に合致した契約書や請求書への改訂など、各種コン

プライアンス対応が必要になると考えられます。 

 ITシステムへの影響 

現行の間接税制に対応した ITシステムは全て GSTに対応したものに変更する必要があ

ります。例えば、税目・税率の設定変更、請求書等の新たなフォーマット設定、クレジ

ット(相殺控除)登録・条件の変更(特に物品取引とサービス取引のクロスクレジットへの

対応)などが考えられ、影響は広い範囲に及ぶと思われます。 

GST対応はグラントソントンにお任せください  

 GST 導入による影響は広範囲にわたり、かつビジネスへの大きな影響があると考えられ

ます 

 適切な導入準備には相当の時間を要し、GST 導入が最終決定してからの対応では遅くな

ってしまう可能性があります 

 グラントソントンは、GST 導入による貴社のタックスポジションへの影響、プロセスへ

の影響、システムへの影響、コンプライアンスへの影響について、総合的に分析し、貴

社に必要な対応をご提案いたします 

 税率や免税範囲、詳細な手続面などの決定は今後の議論を待つ必要がありますが、少な

くとも、現在公開されている情報を基にした現状分析と GST 導入による影響ポイント

の把握は、現時点で必須と考えます 

 当法人 GST 担当者によるミーティングと貴社への影響に関する概略のご説明をご要望

の際はジャパンデスク担当花輪(Daisuke.hanawa@in.gt.com)までご連絡ください(無

料)。 
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Disclaimer 

本文書の情報や見解は、信頼性ある情報源をもとに構成されていますが、適切性、完全性、正確性につい

ていかなる保証も与えるものではありません。本文書は情報提供のみを目的として作成されています。本

文書で提供している情報は、利用者の判断・責任においてご使用ください。本文書は専門的、技術的、法

律的なアドバイスを提供するものではありません。本文書で提供した内容に関連して、利用者が不利益等

を被る事態が生じたとしても、グラントソントン及びグラントソントン加盟事務所は一切の責任を負いか

ねますので、ご了承下さい。 
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